
－ 1 －

令

和

七

年

二

月

第
三
百
二
十
一
回
定
例
会
提
出
議
案

青

森

県

議

会

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

歳
入
歳
出
予
算

第

一

号

一
般
会
計
予
算
案

七
千
九
十
五
億
円

２

継
続
費

旧
ラ
・
プ
ラ
ス
青
い
森
改
修
事
業
費
ほ
か
三
件

３

債
務
負
担
行
為

令
和
七
年
度
新
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
設
計
・
構

築
業
務
委
託
代
金
ほ
か
四
十
一
件

４

地
方
債

港
湾
事
業
ほ
か
五
十
五
件

五
百
二
十
七
億
六
千
百
万
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

歳
入
歳
出
予
算

第

二

号

公
債
費
特
別
会
計
予

千
二
百
五
十
億
七
千
二
百
六
万
四
千
円

算
案

２

地
方
債

一
般
会
計
借
換
債

三
百
十
二
億
九
千
百
万
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

〇

歳
入
歳
出
予
算

第

三

号

療
育
福
祉
・
医
療
療

二
十
一
億
千
八
百
八
十
一
万
七
千
円

育
セ
ン
タ
ー
特
別
会

計
予
算
案

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 2 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

歳
入
歳
出
予
算

第

四

号

港
湾
整
備
事
業
特
別

十
八
億
九
千
三
百
十
四
万
六
千
円

会
計
予
算
案

２

債
務
負
担
行
為

令
和
七
年
度
青
森
港
油
川
地
区
ふ
頭
用
地
造
成

事
業
費

３

地
方
債

港
湾
整
備
事
業

十
五
億
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

〇

歳
入
歳
出
予
算

第

五

号

証
紙
特
別
会
計
予
算

二
十
一
億
二
千
五
百
四
万
七
千
円

案

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

〇

歳
入
歳
出
予
算

第

六

号

管
理
特
別
会
計
予
算

四
億
五
千
二
百
八
十
七
万
六
千
円

案

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

〇

歳
入
歳
出
予
算

第

七

号

公
共
用
地
先
行
取
得

二
億
二
千
三
百
二
十
三
万
七
千
円

事
業
特
別
会
計
予
算

案

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 3 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

〇

歳
入
歳
出
予
算

第

八

号

駐
車
場
事
業
特
別
会

三
千
二
百
万
二
千
円

計
予
算
案

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

歳
入
歳
出
予
算

第

九

号

鉄
道
施
設
事
業
特
別

七
十
八
億
八
十
七
万
八
千
円

会
計
予
算
案

２

地
方
債

鉄
道
施
設
事
業

十
億
四
千
万
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

○

歳
入
歳
出
予
算

第

十

号

国
民
健
康
保
険
特
別

千
百
九
十
六
億
五
千
七
十
五
万
円

会
計
予
算
案

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

歳
入
歳
出
予
算

第

十
一

号

母
子
父
子
寡
婦
福
祉

一
億
七
千
五
百
三
十
九
万
五
千
円

資
金
特
別
会
計
予
算

２

債
務
負
担
行
為

案

令
和
七
年
度
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
ほ
か
二
件

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 4 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

歳
入
歳
出
予
算

第

十
二

号

小
規
模
企
業
者
等
設

二
十
三
億
九
千
四
百
二
十
七
万
千
円

備
導
入
資
金
特
別
会

２

地
方
債

計
予
算
案

中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
金

六
億
三
千
五
十
七
万
六
千
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

〇

歳
入
歳
出
予
算

第

十
三

号

林
業
・
木
材
産
業
改

一
億
千
四
十
八
万
六
千
円

善
資
金
特
別
会
計
予

算
案

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

〇

歳
入
歳
出
予
算

第

十
四

号

沿
岸
漁
業
改
善
資
金

一
億
三
千
二
百
十
六
万
九
千
円

特
別
会
計
予
算
案

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 5 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

中
央
病
院

第

十
五

号

病
院
事
業
会
計
予
算

収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額

案

収
入

三
百
三
十
六
億
八
千
八
百
八
十
九
万
二
千
円

支
出

三
百
四
十
七
億
千
五
百
八
十
五
万
三
千
円

資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額

収
入

三
十
三
億
五
千
四
百
八
十
五
万
八
千
円

支
出

四
十
六
億
百
六
十
四
万
八
千
円

２

つ
く
し
が
丘
病
院

収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額

収
入

十
八
億
二
千
七
百
六
十
一
万
七
千
円

支
出

十
九
億
九
千
五
百
二
十
二
万
七
千
円

資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額

収
入

五
千
四
百
三
十
二
万
二
千
円

支
出

五
千
七
百
五
十
二
万
六
千
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額

第

十
六

号

工
業
用
水
道
事
業
会

収
入

九
億
九
十
三
万
九
千
円

計
予
算
案

支
出

八
億
六
千
百
七
十
七
万
七
千
円

２

資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額

支
出

二
億
二
千
百
四
十
三
万
二
千
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

流
域
下
水
道

第

十
七

号

下
水
道
事
業
会
計
予

収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額

算
案

収
入

四
十
八
億
九
千
五
百
二
十
六
万
円

支
出

四
十
八
億
八
千
九
百
四
十
八
万
八
千
円

資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額

収
入

五
十
三
億
六
百
九
万
九
千
円

支
出

五
十
三
億
千
百
八
十
七
万
千
円

２

十
和
田
湖
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額

収
入

三
億
五
千
七
百
五
十
四
万
七
千
円

支
出

三
億
五
千
五
百
九
十
七
万
五
千
円

資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額

収
入

一
億
三
千
四
百
四
十
四
万
円

支
出

一
億
三
千
六
百
一
万
二
千
円

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 6 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
再
生
可
能
エ

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
施
設
の
所
有
者
に
対

第

十
八

号

ネ
ル
ギ
ー
共
生
税
条

し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
共
生
税
を
課
す
る
も
の

例
案

で
あ
る
。

（
担
当
課

税
務
課
）



－ 7 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
自
然
・
地
域

自
然
・
地
域
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
共
生

第

十
九

号

と
再
生
可
能
エ
ネ
ル

に
つ
い
て
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
県
、
事
業

ギ
ー
と
の
共
生
に
関

者
及
び
県
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

す
る
条
例
案

自
然
・
地
域
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
共
生
に

関
す
る
措
置
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

で
あ
る
。

（
担
当
課

環
境
政
策
課
）



－ 8 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

刑
法
の
一
部
改
正
に

刑
法
の
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で

第

二
十

号

伴
う
関
係
条
例
の
整

あ
る
。

備
に
関
す
る
条
例
案

（
担
当
課

総
務
文
書
課
）



－ 9 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
地
域
県
民
局

地
域
県
民
局
を
廃
止
し
、
地
域
連
携
事
務
所
、
県

第
二
十
一
号

及
び
行
政
機
関
設
置

税
事
務
所
、
環
境
管
理
事
務
所
、
農
林
水
産
事
務
所

条
例
の
一
部
を
改
正

及
び
県
土
整
備
事
務
所
を
設
置
し
、
保
健
所
、
福
祉

す
る
条
例
案

事
務
所
、
児
童
相
談
所
及
び
家
畜
保
健
衛
生
所
の
名

称
を
改
め
る
等
の
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

人
事
課
）



－ 10 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
附
属
機
関
に

青
森
県
環
境
審
議
会
に
青
森
県
自
然
・
地
域
と
再

第
二
十
二
号

関
す
る
条
例
の
一
部

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
共
生
に
関
す
る
条
例
の
規

を
改
正
す
る
条
例
案

定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
調
査

審
議
す
る
た
め
の
部
会
を
設
け
、
青
森
県
固
定
資
産

評
価
審
議
会
の
委
員
の
任
期
を
改
め
、
青
森
県
建
築

審
査
会
の
担
当
事
務
を
改
め
る
等
の
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

人
事
課
）



－ 11 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

職
員
の
勤
務
時
間
、

育
児
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
及
び
時
間
外

第
二
十
三
号

休
暇
等
に
関
す
る
条

勤
務
の
制
限
に
つ
い
て
対
象
と
な
る
職
員
の
範
囲
を

例
の
一
部
を
改
正
す

拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
。

る
条
例
案

（
担
当
課

人
事
課
）

議

案

特
別
職
の
職
員
の
給

教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
委
員
の
報
酬
等

第
二
十
四
号

与
に
関
す
る
条
例
及

の
額
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

び
特
別
職
の
職
員
の

旅
費
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

案

（
担
当
課

人
事
課
）



－ 12 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

職
員
の
給
与
に
関
す

令
和
六
年
十
月
八
日
付
け
の
青
森
県
人
事
委
員
会

第
二
十
五
号

る
条
例
等
の
一
部
を

か
ら
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
報
告
及
び
勧
告
に

改
正
す
る
条
例
案

鑑
み
、
職
員
の
給
料
月
額
並
び
に
初
任
給
調
整
手
当
、

扶
養
手
当
、
地
域
手
当
及
び
通
勤
手
当
の
額
等
を
改

定
し
、
職
務
の
級
が
一
定
の
級
以
上
で
あ
る
職
員
に

係
る
昇
給
制
度
を
改
め
、
単
身
赴
任
手
当
に
係
る
支

給
対
象
職
員
の
範
囲
及
び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当

の
支
給
対
象
時
間
帯
を
拡
大
し
、
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
等
に
住
居
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
等

及
び
寒
冷
地
手
当
を
支
給
し
、
特
定
任
期
付
職
員
に

勤
勉
手
当
を
支
給
し
、
特
定
任
期
付
職
員
に
係
る
期

末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
め
、
並
び
に
特
定
任
期
付

職
員
業
績
手
当
を
廃
止
し
、
並
び
に
そ
の
他
所
要
の

整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

人
事
課
）



－ 13 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

職
員
の
特
殊
勤
務
手

県
税
事
務
手
当
等
の
支
給
範
囲
を
改
め
る
も
の
で

第
二
十
六
号

当
に
関
す
る
条
例
の

あ
る
。

一
部
を
改
正
す
る
条

例
案

（
担
当
課

人
事
課
）

議

案

職
員
等
の
旅
費
及
び

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に

第
二
十
七
号

費
用
弁
償
に
関
す
る

伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
案

（
担
当
課

人
事
課
）



－ 14 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

職
員
の
退
職
手
当
に

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
改
正
に
準
じ
、
雇
用

第
二
十
八
号

関
す
る
条
例
の
一
部

保
険
法
の
就
業
促
進
手
当
に
相
当
す
る
失
業
者
の
退

を
改
正
す
る
条
例
案

職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
範
囲

を
改
め
、
及
び
同
法
の
基
本
手
当
に
相
当
す
る
失
業

者
の
退
職
手
当
の
給
付
日
数
に
係
る
特
例
の
適
用
期

限
を
延
長
す
る
等
の
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

人
事
課
）

議

案

青
森
県
知
事
の
権
限

知
事
の
権
限
に
属
す
る
農
地
法
に
基
づ
く
事
務
の

第
二
十
九
号

に
属
す
る
事
務
の
事

う
ち
違
反
転
用
者
等
が
原
状
回
復
等
の
措
置
の
命
令

務
処
理
の
特
例
に
関

に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
係
る
公
表
に
関
す
る
も
の

す
る
条
例
の
一
部
を

を
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

改
正
す
る
条
例
案

（
担
当
課

市
町
村
課
）



－ 15 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
立
三
沢
航
空

十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一

第

三
十

号

科
学
館
条
例
の
一
部

日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
の
航
空
科
学
資
料
の
利
用
に

を
改
正
す
る
条
例
案

係
る
使
用
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
と
し
、
及
び
航
空

科
学
資
料
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
額
を
改
め
る
も

の
で
あ
る
。

（
担
当
課

地
域
交
通
・
連
携
課
）

議

案

青
森
県
子
育
て
支
援

基
金
の
設
置
期
間
を
延
長
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
十
一
号

対
策
臨
時
特
例
基
金

条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
案

（
担
当
課

こ
ど
も
み
ら
い
課
）



－ 16 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
児
童
福
祉
法

児
童
福
祉
法
の
改
正
に
伴
い
、
一
時
保
護
施
設
の

第
三
十
二
号

施
行
条
例
の
一
部
を

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
で
あ

改
正
す
る
条
例
案

る
。

（
担
当
課

こ
ど
も
み
ら
い
課
）

議

案

水
質
汚
濁
防
止
法
第

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
の
改
正
に
伴
う
所
要
の

第
三
十
三
号

三
条
第
三
項
の
規
定

整
理
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

に
基
づ
く
排
水
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

案

（
担
当
課

環
境
保
全
課
）



－ 17 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
白
神
山
地
ビ

十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一

第
三
十
四
号

ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
条

日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
の
映
像
体
験
ホ
ー
ル
に
係
る

例
の
一
部
を
改
正
す

観
覧
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
と
し
、
及
び
映
像
体
験

る
条
例
案

ホ
ー
ル
に
係
る
観
覧
料
の
額
を
改
め
る
も
の
で
あ

る
。

（
担
当
課

自
然
保
護
課
）

議

案

青
森
県
動
物
愛
護
セ

犬
又
は
猫
の
譲
受
け
に
係
る
手
数
料
を
徴
収
し
な

第
三
十
五
号

ン
タ
ー
使
用
料
及
び

い
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

手
数
料
徴
収
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条

例
案

（
担
当
課

保
健
衛
生
課
）



－ 18 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
国
民
健
康
保

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
額
の
算
定
に
つ

第
三
十
六
号

険
事
業
費
納
付
金
に

い
て
、
医
療
費
指
数
反
映
係
数
を
零
と
し
、
及
び
年

関
す
る
条
例
の
一
部

齢
調
整
後
医
療
費
指
数
を
定
め
な
い
こ
と
と
す
る
も

を
改
正
す
る
条
例
案

の
で
あ
る
。

（
担
当
課

高
齢
福
祉
保
険
課
）

議

案

青
森
県
水
族
館
条
例

十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一

第
三
十
七
号

の
一
部
を
改
正
す
る

日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
の
普
通
入
館
料
及
び
年
間
入

条
例
案

館
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
と
し
、
並
び
に
普
通
入
館

料
及
び
年
間
入
館
料
の
額
を
改
め
る
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

観
光
政
策
課
）



－ 19 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
空
港
条
例
の

空
港
施
設
の
使
用
の
制
限
を
航
空
機
分
類
等
級
に

第
三
十
八
号

一
部
を
改
正
す
る
条

よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

例
案

（
担
当
課

港
湾
空
港
課
）

議

案

青
森
県
水
道
法
施
行

水
道
法
施
行
令
の
改
正
に
伴
い
、
県
の
設
置
す
る

第
三
十
九
号

条
例
の
一
部
を
改
正

専
用
水
道
の
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
を
改
め
る
も

す
る
条
例
案

の
で
あ
る
。

（
担
当
課

都
市
計
画
課
）



－ 20 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
都
市
公
園
条

野
球
場
の
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
の
使
用
料
の
額
を
改
め

第

四
十

号

例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
あ
る
。

る
条
例
案

（
担
当
課

都
市
計
画
課
）

議

案

青
森
県
建
築
確
認
申

手
数
料
の
額
を
改
め
る
も
の
で
あ
る
。

第
四
十
一
号

請
等
手
数
料
等
徴
収

条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
案

（
担
当
課

建
築
住
宅
課
）



－ 21 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
二
級
建
築
士

建
築
士
事
務
所
登
録
手
数
料
の
額
を
改
め
る
も
の

第
四
十
二
号

及
び
木
造
建
築
士
の

で
あ
る
。

免
許
手
数
料
等
の
徴

収
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
案

（
担
当
課

建
築
住
宅
課
）

議

案

青
森
県
宅
地
建
物
取

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
申
請
す
る
場
合
の
宅

第
四
十
三
号

引
業
法
関
係
手
数
料

地
建
物
取
引
業
免
許
申
請
手
数
料
及
び
宅
地
建
物
取

の
徴
収
等
に
関
す
る

引
業
免
許
更
新
申
請
手
数
料
を
徴
収
す
る
も
の
で
あ

条
例
の
一
部
を
改
正

る
。

す
る
条
例
案

（
担
当
課

建
築
住
宅
課
）



－ 22 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
低
炭
素
建
築

住
宅
及
び
複
合
建
築
物
の
低
炭
素
化
の
促
進
の
た

第
四
十
四
号

物
新
築
等
計
画
認
定

め
に
誘
導
す
べ
き
基
準
へ
の
適
合
性
の
評
価
に
お
い

申
請
手
数
料
等
徴
収

て
標
準
計
算
法
及
び
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
方
法
を

条
例
の
一
部
を
改
正

併
用
す
る
場
合
並
び
に
共
同
住
宅
等
及
び
複
合
建
築

す
る
条
例
案

物
の
住
宅
部
分
の
共
用
部
分
に
係
る
低
炭
素
建
築
物

新
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
の
額
を
改
め
る
も

の
で
あ
る
。

（
担
当
課

建
築
住
宅
課
）



－ 23 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
建
築
物
の
エ

一
戸
建
て
の
住
宅
等
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

第
四
十
五
号

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
等
を
徴
収
し
、
住
宅

の
向
上
等
に
関
す
る

及
び
複
合
建
築
物
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

法
律
関
係
手
数
料
徴

誘
導
基
準
へ
の
適
合
性
の
評
価
に
お
い
て
標
準
計
算

収
条
例
の
一
部
を
改

法
及
び
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
方
法
を
併
用
す
る
場

正
す
る
条
例
案

合
並
び
に
共
同
住
宅
等
及
び
複
合
建
築
物
の
住
宅
部

分
の
共
用
部
分
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
の
額
を
改
め
る
等

の
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

建
築
住
宅
課
）



－ 24 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
県
営
住
宅
条

入
居
者
資
格
に
同
居
者
が
入
居
者
の
配
偶
者
の
み

第
四
十
六
号

例
の
一
部
を
改
正
す

で
あ
っ
て
入
居
者
又
は
同
居
者
の
い
ず
れ
か
が
四
十

る
条
例
案

歳
未
満
の
者
で
あ
る
場
合
を
加
え
、
及
び
入
居
者
資

格
の
う
ち
同
居
者
に
係
る
年
齢
要
件
を
改
め
る
も
の

で
あ
る
。

（
担
当
課

建
築
住
宅
課
）

議

案

青
森
県
建
築
基
準
法

義
務
教
育
学
校
の
主
要
な
出
入
口
か
ら
一
定
の
距

第
四
十
七
号

施
行
条
例
の
一
部
を

離
に
あ
る
道
路
に
面
し
て
自
動
車
車
庫
等
の
敷
地
の

改
正
す
る
条
例
案

自
動
車
の
出
入
口
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す

る
等
の
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

建
築
住
宅
課
）



－ 25 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
企
業
職
員
の

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
特
地
勤
務

第
四
十
八
号

給
与
の
種
類
及
び
基

手
当
等
及
び
寒
冷
地
手
当
を
支
給
し
、
特
定
任
期
付

準
に
関
す
る
条
例
等

職
員
に
勤
勉
手
当
を
支
給
し
、
住
居
手
当
及
び
単
身

の
一
部
を
改
正
す
る

赴
任
手
当
に
係
る
支
給
対
象
職
員
の
範
囲
並
び
に
管

条
例
案

理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
対
象
時
間
帯
を
拡
大

し
、
並
び
に
配
偶
者
に
係
る
扶
養
手
当
及
び
特
定
任

期
付
職
員
業
績
手
当
を
廃
止
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

病
院
局
運
営
部
）

議

案

義
務
教
育
諸
学
校
等

義
務
教
育
学
校
の
設
置
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行

第
四
十
九
号

の
教
育
職
員
の
給
与

う
も
の
で
あ
る
。

等
の
特
例
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
案

（
担
当
課

職
員
福
利
課
）



－ 26 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
学
校
職
員
定

学
校
職
員
の
定
数
を
改
め
、
及
び
義
務
教
育
学
校

第

五
十

号

数
条
例
の
一
部
を
改

の
設
置
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

正
す
る
条
例
案

（
担
当
課

教
職
員
課
）

議

案

青
森
県
三
内
丸
山
遺

十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一

第
五
十
一
号

跡
セ
ン
タ
ー
条
例
の

日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
の
常
設
の
展
示
の
観
覧
に
係

一
部
を
改
正
す
る
条

る
使
用
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
と
し
、
及
び
常
設
の

例
案

展
示
の
観
覧
に
係
る
使
用
料
の
額
を
改
め
る
も
の
で

あ
る
。

（
担
当
課

文
化
財
保
護
課
）



－ 27 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
自
動
車
保
管

自
動
車
の
保
管
場
所
標
章
の
交
付
に
関
す
る
事
務

第
五
十
二
号

場
所
証
明
手
数
料
等

の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

徴
収
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
案

（
担
当
課

交
通
規
制
課
）

議

案

工
事
の
請
負
契
約
の

県
営
天
間
ダ
ム
地
区
防
災
ダ
ム
事
業
・
農
業
水
利

第
五
十
三
号

一
部
変
更
の
件

施
設
保
全
合
理
化
事
業
天
間
ダ
ム
防
ダ
ム
第
十
四
号

工
事
・
天
間
ダ
ム
合
理
化
第
七
号
工
事
に
つ
い
て
、

工
事
内
容
の
変
更
及
び
物
価
等
の
変
動
に
よ
る
請
負

代
金
の
変
更
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

農
村
整
備
課
）



－ 28 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

調
停
の
件

弘
前
簡
易
裁
判
所
令
和
六
年

第
五
号
損
害
賠
償

(ノ)

第
五
十
四
号

請
求
調
停
事
件
に
つ
い
て
、
調
停
を
成
立
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
。

１

申
立
人

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
在
住

個
人
Ａ

２

調
停
条
項
の
内
容

⑴

県
は
、
個
人
Ａ
に
対
し
、
本
件
解
決
金
と
し

て
、
金
六
百
六
十
万
千
二
百
九
十
九
円
の
支
払

義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。

⑵

県
は
、
個
人
Ａ
に
対
し
、
前
項
の
金
員
を
、

令
和
七
年
四
月
三
十
日
限
り
、
個
人
Ａ
の
指
定

す
る
金
融
機
関
の
口
座
に
振
り
込
む
方
法
に
よ

り
支
払
う
。
振
込
手
数
料
は
、
県
の
負
担
と
す

る
。

⑶

個
人
Ａ
及
び
県
は
、
本
件
に
関
し
、
個
人
Ａ

と
県
と
の
間
に
、
本
調
停
条
項
に
定
め
る
ほ
か

何
ら
の
債
権
債
務
が
な
い
こ
と
を
相
互
に
確
認

す
る
。

⑷

調
停
費
用
は
、
各
自
の
負
担
と
す
る
。

（
担
当
課

障
が
い
福
祉
課
）



－ 29 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

公
共
施
設
等
の
整
備

新
青
森
県
総
合
運
動
公
園
新
水
泳
場
等
整
備
運
営

第
五
十
五
号

等
に
関
す
る
事
業
契

事
業
に
つ
い
て
、
青
森
県
総
合
運
動
公
園
運
動
施
設

約
の
一
部
変
更
の
件

区
域
及
び
新
青
森
県
総
合
運
動
公
園
の
運
営
及
び
維

持
管
理
の
内
容
の
変
更
並
び
に
当
該
運
営
及
び
維
持

管
理
に
要
す
る
費
用
の
物
価
変
動
に
伴
う
改
定
に
よ

る
契
約
金
額
の
変
更
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
）

議

案

市
町
に
負
担
さ
せ
る

県
が
負
担
す
る
国
営
土
地
改
良
事
業
に
要
す
る
費

第
五
十
六
号

金
額
の
決
定
の
件

用
の
一
部
に
つ
い
て
市
町
に
負
担
さ
せ
る
金
額
を
定

め
る
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

農
村
整
備
課
）

議

案

包
括
外
部
監
査
契
約

令
和
七
年
度
に
係
る
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結

第
五
十
七
号

の
件

す
る
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

行
政
経
営
課
）



－ 30 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
人
事
委
員
会

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
奥
崎
栄
一
の
任
期
が
令

お
く
ざ
き

え
い
い
ち

第
五
十
八
号

委
員
の
選
任
の
件

和
七
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
満
了
す
る
の
で
、

後
任
の
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
同
意
を
得
る
も
の
で

あ
る
。

（
担
当
課

人
事
課
）

議

案

青
森
県
監
査
委
員
の

青
森
県
監
査
委
員
竹
内

均

の
任
期
が
令
和
七
年

た
け
う
ち
ひ
と
し

第
五
十
九
号

選
任
の
件

三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
満
了
す
る
の
で
、
後
任
の

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
同
意
を
得
る
も
の
で
あ

る
。

（
担
当
課

人
事
課
）



－ 31 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
東
部
海
区
漁

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
任
期

第

六
十

号

業
調
整
委
員
会
委
員

が
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
満
了
す
る
の

の
任
命
の
件

で
、
後
任
の
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
同
意
を
得
る
も

の
で
あ
る
。

（
担
当
課

水
産
振
興
課
）

議

案

青
森
県
西
部
海
区
漁

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
任
期

第
六
十
一
号

業
調
整
委
員
会
委
員

が
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
満
了
す
る
の

の
任
命
の
件

で
、
後
任
の
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
同
意
を
得
る
も

の
で
あ
る
。

（
担
当
課

水
産
振
興
課
）



－ 32 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
六
年
度
青
森
県

１

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第
六
十
二
号

一
般
会
計
補
正
予
算

三
百
七
十
九
億
千
三
百
六
十
九
万
九
千
円

（
第
三
号
）
案

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

七
千
五
百
十
四
億
八
千
二
百
三
十
二
万
三
千
円

２

債
務
負
担
行
為
の
補
正

令
和
六
年
度
治
山
事
業
ほ
か
七
件

３

地
方
債
の
補
正

港
湾
事
業
ほ
か
十
二
件

百
三
十
億
千
六
百
万
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
六
年
度
青
森
県

○

流
域
下
水
道

第
六
十
三
号

下
水
道
事
業
会
計
補

資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
補
正

正
予
算
（
第
三
号
）

収
入

八
千
六
百
九
十
万
円

案

支
出

八
千
六
百
九
十
万
円

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 33 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

○

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第

一

号

の
報
告
及
び
承
認
を

十
二
億
千
六
百
十
五
万
三
千
円

求
め
る
の
件
（
令
和

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

六
年
度
青
森
県
一
般

七
千
百
十
二
億
三
千
二
百
七
万
四
千
円

会
計
補
正
予
算
（
専

決
第
二
号
）
）

（
令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

財
政
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

○

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第

二

号

の
報
告
及
び
承
認
を

二
十
二
億
六
千
五
百
万
円

求
め
る
の
件
（
令
和

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

六
年
度
青
森
県
一
般

七
千
百
三
十
四
億
九
千
七
百
七
万
四
千
円

会
計
補
正
予
算
（
専

決
第
三
号
）
）

（
令
和
七
年
一
月
十
五
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 34 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

○

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第

三

号

の
報
告
及
び
承
認
を

七
千
百
五
十
五
万
円

求
め
る
の
件
（
令
和

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

六
年
度
青
森
県
一
般

七
千
百
三
十
五
億
六
千
八
百
六
十
二
万
四
千
円

会
計
補
正
予
算
（
専

決
第
四
号
）
）

（
令
和
七
年
二
月
四
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

財
政
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

四

号

の
報
告
の
件
（
和
解

上
北
郡
野
辺
地
町
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
六
年
七
月
一
日
上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
尾
駮
字
沖
付
四
の
四
七
地
内
の
県
道
に
お
い

て
、
当
該
県
道
上
の
樹
木
に
接
触
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車
が
損
傷
し
た
こ
と
に

よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し
て
、
同
人
に
対

し
て
金
二
万
千
九
十
八
円
を
支
払
う
。

（
令
和
七
年
二
月
三
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）



－ 35 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

五

号

の
報
告
の
件
（
和
解

上
北
郡
六
ケ
所
村
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
六
年
七
月
一
日
上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
尾
駮
字
沖
付
四
の
四
七
地
内
の
県
道
に
お
い

て
、
当
該
県
道
上
の
樹
木
に
接
触
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車
が
損
傷
し
た
こ
と
に

よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し
て
、
同
人
に
対

し
て
金
二
万
九
千
六
百
九
円
を
支
払
う
。

（
令
和
七
年
二
月
十
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

六

号

の
報
告
の
件
（
和
解

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
六
年
九
月
十
三
日
上
北
郡
お
い
ら

せ
町
深
沢
平
七
三
の
二
地
内
に
お
い
て
県
が
使
用

す
る
自
動
車
の
運
行
に
よ
る
事
故
に
よ
っ
て
個
人

Ａ
所
有
の
自
動
車
が
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ

た
損
害
の
賠
償
金
と
し
て
、
同
人
に
対
し
て
金
一

万
四
千
八
百
五
十
円
を
支
払
う
。

（
令
和
七
年
二
月
十
二
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

健
康
医
療
福
祉
政
策
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

七

号

の
報
告
の
件
（
和
解

三
戸
郡
新
郷
村
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
三
戸
郡
五
戸

町
大
字
手
倉
橋
字
果
報
森
二
五
の
二
地
先
の
県
道

に
お
い
て
、
当
該
県
道
の
穴
ぼ
こ
に
起
因
す
る
事

故
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車
が
損
傷
し
た

こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し
て
、
同

人
に
対
し
て
金
五
千
七
百
二
十
五
円
を
支
払
う
。

（
令
和
七
年
二
月
十
三
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）



－ 36 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

八

号

の
報
告
の
件
（
和
解

岩
手
県
九
戸
郡
軽
米
町
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
三
日
八
戸
市
大
字

是
川
字
白
蛇
久
保
四
の
一
七
地
先
の
県
道
に
お
い

て
、
当
該
県
道
の
穴
ぼ
こ
に
起
因
す
る
事
故
に
よ

っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車
が
損
傷
し
た
こ
と
に

よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し
て
、
同
人
に
対

し
て
個
人
総
合
自
動
車
保
険
契
約
に
基
づ
き
保
険

会
社
が
支
払
っ
た
金
九
千
四
百
七
十
五
円
の
ほ
か

金
一
万
三
千
二
百
八
十
七
円
を
支
払
う
。

（
令
和
七
年
二
月
十
九
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

令
和
六
年
三
月
二
十
三
日
八
戸
市
大
字
是
川
字
白

第

九

号

の
報
告
の
件
（
損
害

蛇
久
保
四
の
一
七
地
先
の
県
道
に
お
い
て
当
該
県
道

賠
償
の
額
の
決
定
の

の
穴
ぼ
こ
に
起
因
す
る
事
故
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有

件
）

の
自
動
車
が
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に

つ
い
て
あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会

社
が
個
人
総
合
自
動
車
保
険
契
約
に
基
づ
く
保
険
金

の
支
払
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
保
険
法
第
二
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代
位
取
得
し
た
損
害
賠
償

請
求
権
に
係
る
損
害
に
つ
い
て
の
県
の
同
株
式
会
社

に
対
す
る
損
害
賠
償
の
額
を
左
記
の
と
お
り
定
め
る

も
の
と
す
る
。

損
害
賠
償
額

九
千
四
百
七
十
五
円

（
令
和
七
年
二
月
十
九
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）



－ 37 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

十

号

の
報
告
の
件
（
和
解

岩
手
県
盛
岡
市
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
六
年
七
月
十
六
日
平
川
市
碇
ヶ
関

西
碇
ヶ
関
山
国
有
林
七
二
九
林
班
ぬ
二
小
班
地
内

の
国
道
に
お
い
て
、
当
該
国
道
上
の
落
石
に
接
触

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車
が
損

傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し

て
、
同
人
に
対
し
て
金
六
万
四
千
五
百
十
五
円
を

支
払
う
。

（
令
和
七
年
二
月
十
九
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

十
一

号

の
報
告
の
件
（
和
解

弘
前
市
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
六
年
八
月
十
一
日
弘
前
市
大
字
五

所
字
野
沢
二
○
八
の
三
地
内
の
県
道
に
お
い
て
、

樹
木
が
倒
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自

動
車
が
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠

償
金
と
し
て
、
同
人
に
対
し
て
金
二
百
三
十
万
七

千
六
百
三
十
八
円
を
支
払
う
。

（
令
和
七
年
二
月
十
九
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）



－ 38 －

番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

十
二

号

の
報
告
の
件
（
和
解

三
戸
郡
南
部
町
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
六
年
八
月
二
十
四
日
三
戸
郡
南
部

町
大
字
沖
田
面
字
梨
子
ノ
木
三
一
の
一
地
先
の
県

道
に
お
い
て
、
当
該
県
道
の
穴
ぼ
こ
に
起
因
す
る

事
故
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車
が
損
傷
し

た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し
て
、

同
人
に
対
し
て
金
三
万
九
千
七
百
四
十
三
円
を
支

払
う
。

（
令
和
七
年
二
月
十
九
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

十
三

号

の
報
告
の
件
（
和
解

秋
田
県
大
館
市
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
六
年
十
一
月
三
日
十
和
田
市
大
字

奥
瀬
宇
樽
部
国
有
林
五
七
林
班
ろ
小
班
地
内
の
国

道
に
お
い
て
、
当
該
国
道
の
穴
ぼ
こ
に
起
因
す
る

事
故
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車
が
損
傷
し

た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し
て
、

同
人
に
対
し
て
金
一
万
円
を
支
払
う
。

（
令
和
七
年
二
月
十
九
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

道
路
課
）
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番

号

件

名

摘

要

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

十
四

号

の
報
告
の
件
（
和
解

上
北
郡
東
北
町
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

県
は
、
令
和
六
年
十
二
月
十
二
日
上
北
郡
六
戸

町
大
字
犬
落
瀬
字
柳
沢
九
一
の
四
八
六
地
先
の
県

道
に
お
い
て
県
が
使
用
す
る
自
動
車
の
運
行
に
よ

る
事
故
に
よ
っ
て
個
人
Ａ
所
有
の
自
動
車
が
損
傷

し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し

て
、
同
人
に
対
し
て
金
三
十
二
万
三
千
四
百
円
を

支
払
う
。

（
令
和
七
年
二
月
十
九
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

健
康
医
療
福
祉
政
策
課
）

報

告

専
決
処
分
し
た
事
項

１

和
解
の
相
手
方

第

十
五

号

の
報
告
の
件
（
和
解

八
戸
市
在
住

の
件
）

個
人
Ａ

２

和
解
の
内
容

個
人
Ａ
は
、
令
和
六
年
四
月
二
十
四
日
八
戸
市

大
字
河
原
木
字
千
刈
田
九
の
三
地
内
の
国
道
に
お

い
て
同
人
所
有
の
自
動
車
（
以
下
「
本
件
自
動
車
」

と
い
う
。
）
の
運
行
及
び
県
有
自
動
車
の
運
行
に

よ
る
事
故
に
よ
っ
て
本
件
自
動
車
及
び
県
有
自
動

車
が
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償

金
と
し
て
、
県
に
対
し
て
金
七
十
四
万
千
五
百
九

十
五
円
を
支
払
う
。

（
令
和
七
年
二
月
二
十
日
専
決
処
分
）

（
担
当
課

健
康
医
療
福
祉
政
策
課
）


